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北海道規則第 号

北海道知事政策部の事務処理の特例に関する条例第２条ただし書の規則で定める場合
を定める規則

北海道知事政策部の事務処理の特例に関する条例（平成 年北海道条例第３号。以下「特
例条例」という。）第２条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。

一般旅券の発給を受けようとする者（以下「申請者」という。）が、その配偶者又は２
親等内の親族が疾病、事故、天災等により死亡した場合又はその傷病の程度が重篤な場合
において、緊急に渡航する必要があると認められるとき。
申請者が、業務上の理由により早急に渡航する必要がある場合において、その者が記録
されている住民基本台帳を備える特例条例別表に掲げる市町（以下単に「市町」とい
う。）において一般旅券の発給を申請するとすれば渡航予定日前に当該旅券の交付を受け
ることが困難であると認められるとき。
申請者が、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町の区域以外の区域に所在
する居所に一定期間滞在する必要があるため、当該市町において一般旅券の発給を申請す
ることが困難であると認められる場合
前３号に定める場合のほか、申請者が、やむを得ない理由によりその者が記録されてい
る住民基本台帳を備える市町において一般旅券の発給を申請することが困難であると認め
られる場合

附 則

この規則は、平成 年７月１日から施行する。

北海道経済部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道経済部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則

（ 旨）
第１条 この規則は、北海道経済部の事務処理の特例に関する条例（平成 年北海道条例第
号。以下「特例条例」という。）に基づき、特例条例の定めるところにより市町村が処
理することとされる事務のうち規則に基づく事務の範囲について定めるものとする。
（市町村が処理する事務の範囲）
第２条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

札幌医科大学条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

札幌医科大学条例施行規則の一部を改正する規則
札幌医科大学条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第４条中「に博士課程を、」を「及び」に改め、「修士課程及び」を削り、同条第２号中
「看護学（修士課程）」を「看護学」に、「理学療法学・作業療法学（博士課程）」を「理
学療法学・作業療法学」に改める。

１ 特例条例別表第１の
１の２の項 に規定す
る火薬類取締法（昭和
年法律第 号）の

施行に係る事務のうち
規則に基づく事務であ
って別に規則で定める
もの

火薬類取締法施行細則（昭和 年北海道規則第 号。
以下この項において「規則」という。）に基づく事務のう
ち、次に掲げるもの

規則第６条の２第２項の規定による廃止届の受理
規則第８条第２項の規定による火薬庫外貯蔵場所指示

書の交付
規則第 条第１項の規定による消費許可証の交付
規則第 条の規定による廃棄許可証の交付
規則第 条の規定による指定書の交付

２ 特例条例別表第１の
２の２の項 に規定す
る武器等製造法（昭和
年法律第 号）の

施行に係る事務のうち
規則に基づく事務であ
って別に規則で定める
もの

武器等製造法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）
第４条の２の規定による猟銃等製造事業許可申請書又は猟
銃等販売事業許可申請書の記載事項の変更の報告の受理

第８条第２号の表中
「

」
を看 護 学 人 人

「
看 護 学
（博士課程前期）

人 人

看 護 学
（博士課程後期）

２人 ６人

」

に、「 人」を「 人」に、「 人」を
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「 人」に改める。
第９条第２項第２号中アを削り、イをアとし、ウをイとする。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則等の一部を改正する規則
（非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則の一部改正）
第１条 非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部
を次のように改正する。
第２条第１項の表 畜防疫員及び養鶏振興法第５条に規定する標準鶏の認定を行う者の
項中「２級」を「１級」に改め、同表企業診断員の項中「７級又は６級」を「５級又は４
級」に、「５級又は４級」を「３級」に改め、同表精神衛生指定医及び医療扶助業務嘱託
医の項及び同表産業医の項中「７級又は６級」を「５級又は４級」に改め、同表婦人相談
員及び母子自立支援員の項中「２級」を「１級」に改め、同表病院等診療業務委嘱医の項
中「５級、４級又は３級」を「３級又は２級」に改め、同表学校医及び学校歯科医の項中
「７級又は６級」を「５級又は４級」に改め、同表学校薬剤師及び時間講師の項中「５級
又は４級」を「３級」に改め、同表北海道年少就職者定着指導員の項中「８級、７級又は
６級」を「６級、５級又は４級」に改め、同表道政研究員の項中「 級又は９級」を「８
級又は７級」に改める。
（災害救助法施行細則の一部改正）
第２条 災害救助法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。

別表第２の１の表 医師及び歯科医師の項中「 級又は９級」を「８級又は７級」に改
め、同表 薬剤師の項中「３級」を「２級」に改め、同表 保健師、助産師及び看護師の
項中「２級」を「１級」に改め、同表 土木技術者及び建築技術者の項中「７級又は６
級」を「５級又は４級」に改め、同表 大工、左官及びとび職の項中「５級又は４級」を
「３級」に改める。
（北海道精神障害者措置入院費徴収等規則の一部改正）
第３条 北海道精神障害者措置入院費徴収等規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次
のように改正する。
別表第２中「５級」を「３級」に改める。
（北海道財務規則の一部改正）

第４条 北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 号様式その１中「９級」を「７級」に、「８級」を「６級」に改める。
（北海道公安委員会公聴会参加者費用弁償規則の一部改正）
第５条 北海道公安委員会公聴会参加者費用弁償規則（昭和 年北海道規則第 号）の一
部を次のように改正する。
第２条第１項中「８級」を「６級」に改める。
附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ この規則（第４条を除く。）による改正後の非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則
等の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行
については、なお従前の例による。

北海道居住施設管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道居住施設管理規則の一部を改正する規則
北海道居住施設管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
目次中「第 条」を「第 条」に、「第 条」を「第 条」に改める。
第１条中「昭和 年北海道規則第 号」の次に「。以下「財務規則」という。」を加える。
第２条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に
次の１号を加える。

公邸使用者 財務規則第 条の４第１号アからオまでに掲げる特別職の職員である
ことにより公邸を使用することとなった者をいう。
第 条を次のように改める。
（公邸の使用）
第 条 公邸（専ら公邸使用者の私用に供する部分（以下「私用部分」という。）に限
る。）の使用については当該公邸使用者から公邸料を徴収し、公邸（私用部分以外の部分
（以下「公用部分」という。）に限る。）の使用については無料とする。
２ 公邸料は、月額によるものとし、第 条第３項に規定する算定基準に準じて別に知事が
定める基準により、各公邸につきその居住施設管理者が決定する。
３ 前項の規定にかかわらず、新たに公邸の使用を開始した場合又は公邸を明け渡した場合
において、その月の使用期間が１月に満たないときは、その月の公邸料は日割計算による。
４ 前２項の規定にかかわらず、財務規則第 条の４第１号アに掲げる特別職の職員であ
る公邸使用者に係る公邸料は、他に生活の本拠としている住居がある場合その他知事の定
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める場合にあっては、当該公邸での滞在日数に応じて日割計算して得た額とすることがで
きる。
５ 公邸料は、知事が定める期日までに納付しなければならない。
第 条を第 条とし、第３章中第 条を第 条とする。
第 条中「宿舎入居者及び公邸の使用者」を「公邸使用者及び宿舎入居者」に、「もっぱ
ら居住者の私用に供する部分以外の部分」を「公用部分」に改め、同条を第 条とする。
第 条を第 条とし、第 条の次に次の１条を加える。
（宿舎の使用）
第 条 宿舎の使用については、無料とする。

附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から公邸を使用している者で施行日
においてこの規則による改正後の北海道居住施設管理規則（以下「改正後の規則」とい
う。）第 条において準用する北海道居住施設管理規則第 条第１項第１号に該当するも
のに係る公邸の使用については、改正後の規則第 条の規定にかかわらず、なお従前の例
による。

北海道立野幌森林公園駐車場管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立野幌森林公園駐車場管理規則の一部を改正する規則
北海道立野幌森林公園駐車場管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように

改正する。
第１条中「第７条」を「第６条」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則
北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を

次のように改正する。

第４条第２項第１号中「道立病院管理室」を「道立病院管理局」に、「庶務事務」を「出
納事務」に改める。
第 条第２項中「道立病院管理室長」を「道立病院管理局長」に改め、同条第３項第３号

中「 万円」を「 万円」に改める。
第 条の２及び第 条第３項中「道立病院管理室」を「道立病院管理局」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範
囲を定める規則の一部を改正する規則

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表１の３の項中「別表第１の３の項 」を「別表第１の３の項 」に改め、同項

を同表１の４の項とし、同表１の２の項の次に次のように加える。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

薬事法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

１の３ 特例条例別表第
１の２の４の項 に規
定する社会福祉法（昭
和 年法律第 号）の
施行に係る事務のうち
規則に基づく事務であ
って別に規則で定める
もの

社会福祉法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）及
び老人福祉法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）に
基づく事務のうち、次に掲げるもの

社会福祉法施行細則第９条の規定による社会福祉事業
（国、都道府県及び市町村以外の者が軽費老人ホーム
（老人福祉法（昭和 年法律第 号）第 条の６に規
定する軽費老人ホームをいう。以下この項において同
じ。）を経営する第一種社会福祉事業に限る。）の事業
計画書及び予算書並びに事業成績書及び決算書の受理
老人福祉法施行細則第 条において準用する同規則第
条の規定による老人福祉施設（軽費老人ホームに限

る。）を設置する者（国、都道府県及び市町村を除
く。）がとった措置に係る報告書の受理
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平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第 号

薬事法施行細則の一部を改正する規則
薬事法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条中「市」の次に「（以下「保健所を設置する市」という。）」を、「及び北海道以
外の都府県に住所」の次に「又は」を加える。
第３条中「第 条」を「第 条」に改める。
第 条第４号中「及び第 条第２項」を「並びに第 条第１項及び第２項」に改め、「医

薬品の販売業」の次に「（保健所を設置する市又は北海道以外の都府県に住所又は主たる事
務所を有する者が行う配置販売業を除く。以下この条において同じ。）」を、「又は」の次
に「高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器（以下この条において「高度管理医療
機器等」という。）若しくは」を加え、同条第 号中「配置販売業者等」を「配置販売業者
（保健所を設置する市又は北海道以外の都府県に住所又は主たる事務所を有するものを除く。
第 号において同じ。）又はその配置員」に改め、同条中第 号を第 号とし、第 号を第
号とし、同号の次に次の１号を加える。
第８条第３項の規定による配置販売業者等の身分証明書の返納の受理に関すること。

第 条中第 号を第 号とし、同条第 号中「管理医療機器」を「医療機器」に改め、
「賃貸業者」の次に「その他医薬品等を業務上取り扱う者」を加え、同号に次のただし書を
加える。

ただし、知事が自らその権限を行うことを妨げるものではない。
第 条中第 号を第 号とし、同条第 号中「よる」の次に「配置販売業者又は特例販売
業者が指定を受けた」を加え、同号を同条第 号とし、同号の次に次の２号を加える。

省令第 条第３項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業に係る許可
申請の添付書類に係る認定に関すること。
省令第 条第４項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業に係る変更

届出の添付書類に係る認定に関すること。
第 条中第 号を第 号とし、第 号から第 号までを２号ずつ繰り下げ、同条第 号中

「基準に係る認定」を「認定（保健所を設置する市又は北海道以外の都府県に住所又は主た
る事務所を有する配置販売業者に係るものを除く。）」に改め、同号を同条第 号とし、同
条中第 号を第 号とし、同条第 号中「又は医薬品の販売業」を「、医薬品の販売業又は
高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号
中「又は医薬品の販売業」を「、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは
賃貸業」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号中「又は医薬品の販売業」を「、医薬
品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業」に改め、同号を同条第 号と

し、同条第 号中「又は医薬品の販売業」を「、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の
販売業若しくは賃貸業」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号中「又は医薬品の販売
業」を「、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業」に改め、同号
を同条第 号とし、同条中第 号を第 号とし、同条第 号中「又は医薬品の販売業」を「、
医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業」に改め、同号を同条第
号とし、同条中第 号を第 号とし、第 号から第 号までを２号ずつ繰り下げ、同条第
号中「又は第 条第２項」を「、法第 条第２項の規定による許可（保健所を設置する市又
は北海道以外の都府県に住所又は主たる事務所を有する配置販売業に係るものを除く。）又
は法第 条第４項」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号中「販売業又は」の次に
「高度管理医療機器等若しくは」を加え、同号を同条第 号とし、同条中第 号を第 号と
し、第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、同条第 号中「よる」の次に「配置販売業
（保健所を設置する市又は北海道以外の都府県に住所又は主たる事務所を有する者が行うも
のを除く。）の」を加え、同号を同条第 号とし、同条第 号中「管理医療機器」を「医療
機器」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号中「医療機器」を「高度管理医療機器等
若しくは管理医療機器」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号中「医療機器」を「高
度管理医療機器等若しくは管理医療機器」に改め、同号を同条第 号とし、同条中第 号を
第 号とし、同条第 号中「医療機器」を「高度管理医療機器等若しくは管理医療機器」に
改め、同号を同条第 号とし、同条中第 号を第 号とし、第 号から第 号までを２号ず
つ繰り下げ、同条第 号中「又は医療機器」を「（保健所を設置する市又は北海道以外の都
府県に住所又は主たる事務所を有する配置販売業者を除く。以下この条において同じ。）若
しくは高度管理医療機器等若しくは管理医療機器」に、「、立入検査又は」を「若しくは立
入検査又は従業員その他の関係者に対する」に改め、同号を同条第 号とし、同条第 号中
「又は法」を「若しくは法」に、「、立入検査又は」を「若しくは立入検査又は従業員その
他の関係者に対する」に改め、同号を同条第 号とし、同条中第 号を第 号とし、第 号
を第 号とし、同条第 号の次に次の２号を加える。

法第 条第１項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可に関する
こと。
法第 条第４項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の更新に

関すること。

別記第２号様式及び別記第３号様式中
「北海道知事

様 を「 保健所長 様」に改め
保 健 所 長 」

る。
附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定（「及び北海
道以外の都府県に住所」の次に「又は」を加える部分に限る。）及び第３条の改正規定は、
公布の日から施行する。
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２ この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこ
れらの行為に係る事務を行うべき者が異なることとなるものの処理については、この規則
による改正後の薬事法施行細則（以下「改正後の規則」という。）の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薬事法施行細則の規定に基づいて作成
されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要
な調整をして使用することを妨げない。

老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

老人福祉法施行細則の一部を改正する規則
老人福祉法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条中「第６条の３第１項」を「第６条の２第１項」に改める。
別記第１号様式の７の事項及び別記第２号様式の７の事項中「老人短期入所事業」の次に
「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える。

附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定に基づいて
作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の老人福祉法施行細則
の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道立肢体不自由児総合療育センター付設母子入院施設入院規則の一部を改正する規則
をここに公布する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第 号

北海道立肢体不自由児総合療育センター付設母子入院施設入院規則の一部を改正する
規則

北海道立肢体不自由児総合療育センター付設母子入院施設入院規則（昭和 年北海道規則
第 号）の一部を次のように改正する。
第１条中「第２条第２項」を「第２条」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

生活保護法施行細則の一部を改正する規則
生活保護法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第３条第２項第５号中「給付券交付処理簿」を「医療券交付処理簿」に改める。
第 条の見出し中「、通知」を削り、同条第１項中「及び第８条」を削り、「若しくは休
止の報告又は通知」を「又は休止の報告」に改め、「又は市町村長」を削る。
別記第２号様式及び別記第３号様式を次のように改める。
別記第２号様式（第３条関係）
（表面）

保 護 台 帳 氏 名

町村名 ケース番号 保護開始年月日 保 護 開 始 理 由 世 帯 類 型

国 籍 本籍地
登録地

労 働 力 類 型

支 所 名
居住地

居 住 の 始 期
（ ）

世帯員
番号

フリガナ
氏 名

続
柄

生 年 月 日 性
別
学 歴
（学年）

心身の
状 況

職 業
備 考年

号 年 月 日 特殊
技能 現職
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不
在
出
奔
者
の
内
容

氏 名 続柄 生 年 月 日 不在の時期 推 定 原 因 推定居住地

年
金
の
状
況

該当者 種別 記 号 番 号 年 金 額 支 給 月 等

他
法
の
状
況

該当者 種別 事 由

備

考

（裏面）

住
居
の
状
況

区 分 規模構造 建面積 室 数 電気水道 住宅料 住宅活用の有無及び程度

畳 数

氏 名 続柄 生年月日 職 業 族
人員

生活
程度 住 所 扶養能力

扶
養
義
務
者
の
状
況

資
産
の
状
況

区 分 所 在 地 規 模 等 時 価 利用状況及び保有の要否

屋
土 地
その他

負
債
の
状
況

債 権 者 金 額 借入年月日 借 入 理 由

別
居
内
容
（
除
入
院
）

世帯員
番 号

別 居
コード

送 金
コード

級
地
地
区
施設名
（コード）

日
用
品

給
食
食 事
事務費

寄 宿
自 給

送
信
先

金融機関
名コード

備

考

別記第３号様式（第３条関係）

保 護 決 定 調 書
決定年月日

調 書 １
ケース番号 世 帯 主 氏 名 支 払 区 分 異 動 内 容 異動年月日

決
所 長 課 長 係 長 担当員 起 案 年 月 日 施 行 年 月 日 受理簿

台 帳
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裁 調書２のとおり決定し、例文により通知する。
統 計
医 療

扶 助 額 決 定 欄
調 書 ２
種類 最低生活費 収入充当額 扶 助 額
生活
住宅 種 類 生 活 住 宅 教 育 一 時 合 計 冬 生
教育 月支給分
合計 月支給分
冬生 月支給分
一時 種 類 本人支払

月分

一時扶助内訳
生 活 住 宅 教 育 医 療 出 産 生 業 葬 祭 月分

月分

開 始 ・ 廃 止 ・ 変 更 決 定 理 由

最 低 生 活 費 認 定 欄
調 書 ３
名 前 性別 年齢 基準 第 一 類 加 算 加算額計 学校 基 準 額 給食費 通学費 就学奨励

第 一 類 第 二 類 生活費計 年 額
逓減率 ％ 居 宅 別 居 冬 加 冬季加算 冬季薪炭 冬季生計 期末居宅 期末別居 施設事務費
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収 入 充 当 額 内 訳 欄
調 書 ４

名 前 収入金額収入金額収入金額収入金額収入金額職
種 控除率

未
成
年
新
規 実費控除 勤労控除 特別控除 他 控 除 認 定 額

別記第 号様式を次のように改める。
別記第 号様式（第３条関係）

医 療 券 交 付 処 理 簿
（ 年 月）

受給者番号 交付年月日 診療月 ケ ー ス
番 号

受 療 者
氏 名 居 住 地 指定医療機関名 診療別

単独
・
併用

単給
・
併給

有 効
期 間

本 人
支 払 額

交 付
方 法

担 当
員 印 受領印 備 考



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）

別記第 号様式を次のように改める。
別記第 号様式（第７条関係）
その１（申請による保護の開始又は変更の場合）
（表面）

第 号
年 月 日

様
保健福祉事務所長 氏名

保 護 決 定 通 知 書
年 月 日付けで申請された生活保護法による保護を次のとおり開始（変

更）することと決定しましたので通知します。
記

介護扶助自己負担月額 円（事業者名 ）
円（事業者名 ）
円（事業者名 ）

医療扶助自己負担月額 円（事業者名 ）
２ 保護の開始（変更）の時期 年 月 日
３ 保護を開始（変更）した理由
４ この決定通知書が申請受理後 日を経過したときはその理由
５ 扶助金を受け取るときにはこの通知書と印鑑を持参してください。

（裏面）

（備考） この決定について不服がある場合には、この決定のあったことを知った
日の翌日から起算して 日以内に知事に審査請求をすることができます。
ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっ
ても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること
ができなくなります。

の審査請求に対する裁決についてさらに不服がある場合には、当該審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 日以内
に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。ただし、裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっても、裁決の日の
翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなくなり
ます。
この決定について不服がある場合には、 による審査請求に対する裁決

があったことを知った日（ による再審査請求をしたときは、当該再審査
請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内
に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となりま
す。）を被告として、札幌地方裁判所（又はこの処分を行った保健福祉事
務所の所在地を管轄する地方裁判所）に処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して
６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。
この決定については、 の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所

に処分の取消しの訴えを提起することができません（生活保護法第 条）。

１ 保護の種類及び程度

種 類 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 一時扶助 冬季生活需要費 合 計 本人支払額

最低生活費

収入充当額

扶 助 額

一時扶助の内訳

生 活 住 宅 教 育 介 護 医 療 出 産 生 業 葬 祭

施設事務費
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ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ない
で処分の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して 日を経過しても裁決がない
とき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた
め緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

その２（職権による保護の開始又は変更の場合）
（表面）

第 号
年 月 日

様
保健福祉事務所長 氏名

保 護 決 定 通 知 書
生活保護法による保護を次のとおり開始（変更）することと決定しましたので通知
します。

記

介護扶助自己負担月額 円（事業者名 ）
円（事業者名 ）
円（事業者名 ）

医療扶助自己負担月額 円（事業者名 ）

２ 保護の開始（変更）の時期 年 月 日
３ 保護を開始（変更）した理由
４ 扶助金を受け取るときにはこの通知書と印鑑を持参してください。

（裏面）

（備考） この決定について不服がある場合には、この決定のあったことを知った
日の翌日から起算して 日以内に知事に審査請求をすることができます。
ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっ
ても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること
ができなくなります。

の審査請求に対する裁決についてさらに不服がある場合には、当該審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 日以内
に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。ただし、裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっても、裁決の日の
翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなくなり
ます。
この決定について不服がある場合には、 による審査請求に対する裁決

があったことを知った日（ による再審査請求をしたときは、当該再審査
請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内
に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となりま
す。）を被告として、札幌地方裁判所（又はこの処分を行った保健福祉事
務所の所在地を管轄する地方裁判所）に処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して
６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。
この決定については、 の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所

に処分の取消しの訴えを提起することができません（生活保護法第 条）。
ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ない
で処分の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して 日を経過しても裁決がない
とき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた
め緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

その３（保護の廃止又は停止の場合）
（表面）

１ 保護の種類及び程度

種 類 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 一時扶助 冬季生活需要費 合 計 本人支払額

最低生活費

収入充当額

扶 助 額

一時扶助の内訳

生 活 住 宅 教 育 介 護 医 療 出 産 生 業 葬 祭

施設事務費
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第 号
年 月 日

様
保健福祉事務所長 氏名

保 護 廃 止（停 止）決 定 通 知 書
年 月 日 第 号により通知した生活保護法による保護を次の

とおり廃止（停止）することと決定しましたので通知します。
記

１ 廃止（停止）した保護の種類
２ 停止する期間
３ 廃止する時期
４ 廃止（停止）の理由

（裏面）

（備考） この決定について不服がある場合には、この決定のあったことを知った
日の翌日から起算して 日以内に知事に審査請求をすることができます。
ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっ
ても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること
ができなくなります。

の審査請求に対する裁決についてさらに不服がある場合には、当該審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 日以内
に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。ただし、裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっても、裁決の日の
翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなくなり
ます。
この決定について不服がある場合には、 による審査請求に対する裁決

があったことを知った日（ による再審査請求をしたときは、当該再審査
請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内
に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となりま
す。）を被告として、札幌地方裁判所（又はこの処分を行った保健福祉事
務所の所在地を管轄する地方裁判所）に処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して
６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。
この決定については、 の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所

に処分の取消しの訴えを提起することができません（生活保護法第 条）。
ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ない
で処分の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して 日を経過しても裁決がない
とき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた
め緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

その４（保護の申請の却下の場合）
（表面）

第 号
年 月 日

様
保健福祉事務所長 氏名

保 護 申 請 却 下 通 知 書
年 月 日付けで申請された生活保護法による保護については次の理

由で保護できないので却下します。
記

１ 却下の理由
２ この通知書が申請書受理後 日を経過したときはその理由

（裏面）

（備考） この決定について不服がある場合には、この決定のあったことを知った
日の翌日から起算して 日以内に知事に審査請求をすることができます。
ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっ
ても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること
ができなくなります。

の審査請求に対する裁決についてさらに不服がある場合には、当該審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 日以内
に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。ただし、裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっても、裁決の日の
翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなくなり
ます。
この決定について不服がある場合には、 による審査請求に対する裁決
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があったことを知った日（ による再審査請求をしたときは、当該再審査
請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内
に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となりま
す。）を被告として、札幌地方裁判所（又はこの処分を行った保健福祉事
務所の所在地を管轄する地方裁判所）に処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して
６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。
この決定については、 の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所

に処分の取消しの訴えを提起することができません（生活保護法第 条）。
ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ない
で処分の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して 日を経過しても裁決がない
とき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた
め緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

別記第 号様式の２中「扶養届け書」を「扶養届書」に改め、同様式参考の事項中「互
に」を「互いに」に、「外」を「ほか」に改め、同様式の（別紙）を次のように改める。
（別紙）

扶 養 届 書
年 月 日

保健福祉事務所長 様
住所
氏名
電話

先に照会のあった に対する扶養について、次のとおり回答します。
１ 精神的な支援について
※ 精神的な支援 対 者に対する定期的な訪問、電話、手紙のやり取り、一時的な
子どもの預かりなど金銭的な援助以外の対 者へのかかわりのことをいいます。

２ 金銭的な援助について

３ 私の世帯について

精 神 的 な 支 援 の 可 否 可 ・ 不可

支 援 の 開 始 時 期 年 月から（又は既に行っている）

具体的な支援の内容及び頻度 ※緊急連絡先（電話番号 ）

金銭的な援助の可否 可 ・ 不可

援 助 の 開 始 時 期 年 月から（又は既に行っている）

援助の方法・程度

金銭により毎月（年） 円を送付します。
物品により毎月（年） を 程度送付します。
氏名 を引き取ります。
その他

族構成・収入等の状況
氏 名 続柄 生 年 月 日 職 業 勤 務 先 平 月 収 額

上記のうち についての
税法上の扶養控除を受けている者の氏名
会社等から 族手当を受けている者の氏名及び月額 円

資 産 の 状 況
有
・
無

屋 （坪） 宅 地 （坪）
田畑 （坪） 山林等 （坪）

負 債 の 状 況
有
・
無

負 債 の 内 容 返 済 月（年）額 返済の終了予定
住 宅 ロ ー ン 円 年
その他（ ）

健康保険等の加
入状況

国民健康保険 健康保険 共済（ ）
その他（ ）

上記で 以外に加入している場合 については被扶養者と
して
認定されている 認定されていない 認定手続を採る

つもり

参考事項・意見

（記入上の注意）
１ 該当するものを○で囲み、必要事項を記入してください。
２ 平 月収額は、総収入から所得税、社会保険料、事業経費等を差し引いた額を記
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入してください。
３ 収入、負債の状況については、源泉徴収票、給与明細書、ローン返済予定表の写し

など、その状況が明らかになる書類を添付してください。
別記第 号様式を次のように改める。

別記第 号様式（第 条関係）
生 活 保 護 費 支 給 明 細 書

町村名
年 月分 保健福祉事務所名 支 所

ケース
番 号

（後見人氏名）
氏 名

領収印 合 計 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 一 時 扶 助
冬季生活
需 要 費

施設事務費
摘
要
支給月日

月 日

件 小 計

件 合 計

別記第 号様式中「支庁 名」を「保健福祉事務所 名」に、「支庁 名」
を「保健福祉事務所 名」に改める。
別記第 号様式中「支庁長 様」を「保健福祉事務所長 様」に改める。
別記第 号様式中「生活保護法による保護施設の廃止（事業縮少）（休止）報告（通知）

書」を「生活保護法による保護施設の廃止（事業縮少）（休止）報告書」に、「北海道知事
（市町村長） 様」を「北海道知事 様」に改め、「（第８条）」を削り、「報告（通知）
します」を「報告します」に改め、同様式備考２の事項中「施行規則第７条の規定による報
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の の事項中「１件ごとに 円」を「同
円」に改め、同項 のイの事項中 の事項を の事項とし、 の事項からサの事

項までを の事項から の事項までとし、同項 のオの事項中 の事項を削り、 の事項を
の事項とし、 の事項から の事項までを の事項から の事項までとする。
附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の日前に申込みがされている試験に係る手数料の額については、なお従
前の例による。

北海道立高等技術専門学院運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立高等技術専門学院運営規則の一部を改正する規則
北海道立高等技術専門学院運営規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
別表第１網走高等技術専門学院の項中「 人」を「 人」に改める。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道農政部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道農政部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則

北海道農政部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め

告書については、」を削り、同様式（別紙）中「保護施設の廃止（事業縮少）（休止）報告
（通知）調書」を「保護施設の廃止（事業縮少）（休止）報告調書」に改める。

附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定に基づいて
作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の生活保護法施行細則
の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道立工業試験場設備使用及び依頼試験分析等に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第 号

北海道立工業試験場設備使用及び依頼試験分析等に関する規則の一部を改正する規則
北海道立工業試験場設備使用及び依頼試験分析等に関する規則（昭和 年北海道規則第
号）の一部を次のように改正する。

別表第１の２の表中
「

接触角測定装置 円

」
を
「

円 接触角測定装置

」
に、
「

その他の試験及び測定機器
円円 円

」
を

「
電源品質アナライザ
レーザー顕微鏡
その他の試験及び測定機器

円以上
以下

円以下

」

に改める。

円
円

円以上
円以下

円
円

円以下

別表第２の１の表１の項中
「

接触角測定
ヒ その他の物性試験

同
１件ごとに

」
を

「
接触角測定

ヒ 反発係数測定
フ その他の物性試験

同
同
１件ご

円
円以上 円以下

」

に改め、同項 のイの の事項を削り、同項 のイの
円
円

とに 円以上 円以下
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る規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条中「別表第１の５の項 」を「別表第１の８の項 」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道立農業大学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立農業大学校管理規則の一部を改正する規則
北海道立農業大学校管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第８条第２項を削る。
第９条中「前条第１項」を「前条」に改める。
第 条の７中「、第８条第２項」を削り、「前条第１項」を「前条」に改める。
第 条第３項を削る。
第 条の３中「第８条第１項」を「第８条」に改める。
別表養成課程の部を次のように改める。

養

教

養

科

目

必修

科目

外 国 語
数 学 ・ 統 計 学

時間 時間

体 育

選択

科目

農 村 文 化 論
経 済 ・ 法 律

農 村 活 性 化 論

共

通

専

門

科

目

必修

科目

農 業 簿 記
農 業 簿 記 演 習
農 業 機 械 学
農 業 機 械 学 演 習
土 壌 肥 料 学
農 畜 産 加 工 実 習

農 政 ・ 経 済
農 業 経 営
経 営 分 析 論 演 習
経 営 設 計
経 営 設 計 演 習

選択

科目

社 会 ・ 生 活 学
情 報 処 理 演 習
危 険 物
環 境 保 全 農 業 論

アグリビジネス論
溶 接
毒 物 劇 物
農村空間利用論演習
稲 作 概 論

乳 牛 飼 養 論

成

課

程

肉 牛 飼 養 論
畑 作 栽 培 概 論
野 菜 栽 培 概 論

畜

産

経

営

学

科

専

門

科

目

必修

科目

畜 飼 養 論
畜 栄 養 学

畜産機械施設演習
飼 料 作 物 学

畜 解 剖 学
畜 管 理 論

プロジェクト概論
専 攻 実 習
プロジェクト実践
体 験 学 習
畜 繁 殖 学
畜 育 種 論

生 物 工 学
プロジェクト実践
卒 業 論 文

選択

科目

畜 栄 養 学
畜 衛 生 学

畜 産 環 境 論
畜飼養管理演習
畜 衛 生 演 習
畜 繁 殖 学
畜 繁 殖 学 演 習

畜産物加工流通論

畑
作
園
芸
経
営
学
科
専
門
科
目

必修

科目

プロジェクト概論
プロジェクト実践
専 攻 実 習
体 験 学 習
土 壌 肥 料 実 験
植 物 生 理 概 論
畑作園芸機械施設演習
生 物 工 学
生 物 工 学 実 験
作 物 保 護

プロジェクト実践
卒 業 論 文

選択

科目

農産物加工流通論

麦 類 栽 培 論
豆 類 栽 培 論
ばれいしょ栽培論
て ん さ い 栽 培 論
葉 菜 類 栽 培 論
根 菜 類 栽 培 論
果 菜 類 栽 培 論
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附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ 平成 年３月 日において現に北海道立農業大学校養成課程に在校している者に係る履
修すべき科目及び時間数の基準については、この規則による改正後の北海道立農業大学校
管理規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

北海道沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
北海道沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正

する。
第２条の表第４号中「 万円」の次に「、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあ
っては１セットにつき 万円」を加える。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道立水産試験場依頼分析等及び設備の使用に関する規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立水産試験場依頼分析等及び設備の使用に関する規則の一部を改正する規則
北海道立水産試験場依頼分析等及び設備の使用に関する規則（昭和 年北海道規則第
号）の一部を次のように改正する。
第 条中「第６条第２項第２号」を「第５条第２項第２号」に改める。
第 条第１項中「第５条第２項」を「第４条第２項」に改める。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則
北海道漁港管理条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第３条第 号中「同条第４項」を「同条第３項」に改め、同条第 号中「第 条第５項た

だし書」を「第 条第４項ただし書」に改める。
第７条中「、畜養水面又は廃油処理施設」を「又は畜養水面」に改める。
第８条の２を削る。
第９条第２項を削る。
第 条を削る。
第 条第１項中「同条第４項」を「同条第３項」に改め、「並びに前条ただし書の規定に
よる承認」を削り、同条第２項中「第 条第４項」を「第 条第３項」に改め、同条を第
条とする。
別記第２号様式その１中「その１（用地、野積場、漁具干場又は畜養水面の場合）」を削
り、同様式その２を削る。
別記第 号様式中「第 条」を「第 条」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則の一部改正）
２ 北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条中第４号から第６号までを削り、第７号を第４号とし、第８号から第 号までを

３号ずつ繰り上げ、第 号を削る。

北海道知的障害者総合援護施設条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

西 洋 野 菜 栽 培 論
花 き 栽 培 論

特別活動 学校行事 部・サークル活動

計
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北海道知的障害者総合援護施設条例施行規則を廃止する規則
北海道知的障害者総合援護施設条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）は、廃止す

る。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道身体障害者総合更生援護施設条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道身体障害者総合更生援護施設条例施行規則を廃止する規則
北海道身体障害者総合更生援護施設条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）は、廃止

する。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

通訳案内業法施行細則を廃止する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

通訳案内業法施行細則を廃止する規則
通訳案内業法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）は、廃止する。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道国土調査事業負担金交付規則を廃止する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道国土調査事業負担金交付規則を廃止する規則
北海道国土調査事業負担金交付規則（昭和 年北海道規則第 号）は、廃止する。
附 則

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の北海道国土調査事業負担金交付規則の
規定に基づき交付の決定をした負担金については、なお従前の例による。

訓 令

北海道訓令第５号

本 庁
出 先 機 関

法規審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
法規審査委員会規程の一部を改正する訓令

法規審査委員会規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「６人」を「７人」に改め、同条第３項第１号中「（総務部総務課、人事
課、財政課又は法制文書課を担当する者に限る。）」を削り、同項中第５号を第７号とし、
第２号から第４号までを２号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の２号を加える。

人事局長
財政局長
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北海道訓令第６号

本 庁
出 先 機 関

損害賠償委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
損害賠償委員会規程の一部を改正する訓令

損害賠償委員会規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「７人」を「８人」に改め、同条第３項第１号中「（総務部総務課、人事
課、財政課又は法制文書課を担当する者に限る。）」を削り、同項中第６号を第８号とし、
第２号から第５号までを２号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の２号を加える。

人事局長
財政局長
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。
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北海道訓令第７号

本 庁
出 先 機 関

北海道文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道文書管理規程の一部を改正する訓令

北海道文書管理規程（平成 年北海道訓令第７号）の一部を次のように改正する。
別表の付表を次のように改める。
付表

部 課 名 記 号

総務部 総務課 総 務
行政改革局大学改革推進室 大 改
行政改革局行政改革課 行 革
行政改革局総務業務センター 業 務
人事局人事課 人 事
人事局法制文書課 法 文
人事局職員厚生課 厚 生
人事局学事課 学 事
財政局財政課 財 政
財政局税務課 税 務
危機対策局防災消防課 防 災
危機対策局原子力安全対策課 原 安
北方領土対策本部 領 土

知事政策部 参事 知 政
知事室秘書課 秘 書
知事室広報広聴課 広報広聴
知事室国際課 国 際
知事室道政相談センター 相 談

企画振興部 総務課 企 総
地域振興・計画局（計画室、市町村課及び統計課を除く。） 地 計
地域振興・計画局計画室 計 画 室
地域振興・計画局市町村課 市 町 村
地域振興・計画局統計課 統 計
地域主権局 地 権
科学 振興局科学技術振興課 科 技

科学 振興局情報政策課 情 政
新幹線・交通企画局新幹線対策室 新 幹 線
新幹線・交通企画局交通企画課 交 企

環境生活部 総務課 環 総
環境局環境政策課 環 政
環境局環境保全課 環 保
環境局循環型社会推進課 循 環
環境局自然環境課 自 然
生活局くらし安全課 く ら し
生活局道民活動文化振興課 道 文

保健福祉部 総務課 保 総
保健医療局医療政策課 医 政
保健医療局健康推進課 健 康
保健医療局食品衛生課 食 品
保健医療局医務薬務課 医 薬
保健医療局国民健康保険課 国 保
福祉局福祉援護課 福 祉
福祉局高齢者保健福祉課 高 福
福祉局介護保険課 介 保
福祉局障害者保健福祉課 障 福
道立病院管理局 病 管
子ども未来推進局 子 ど も

経済部 総務課 経 総
観光のくにづくり推進局 観 光
商工局商工金融課 商 金
商工局産業振興課 産 振
商工局商業経済交流課 商 経
産業立地推進局産業立地課 産 立
産業立地推進局資源エネルギー課 資 源
労働局雇用労政課 雇 労
労働局人材育成課 経 人 材

農政部 農政課 農 政
食の安全推進局食品政策課 食 政
食の安全推進局農産振興課 農 産
食の安全推進局畜産振興課 畜 産
農業経営局農業経営課 経 営
農業経営局農業支援課 支 援
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附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北海道訓令第８号

本 庁
出 先 機 関

北海道自 用電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道自 用電気工作物保安規程の一部を改正する訓令

北海道自 用電気工作物保安規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正
する。
第３条中「企画振興部長」の次に「、建設部長」を加える。
別表第１を次のように改める。

農業経営局農地調整課 農 調
農業経営局技術普及課 技 普
農村振興局農村設計課 農 設
農村振興局事業調整課 事 調
農村振興局農業施設管理課 施 管
農村振興局農村計画課 計 画
農村振興局農地整備課 農 地
農村振興局農村整備課 農 村

水産林務部 総務課 水 林 総
水産局水産経営課 水 経
水産局水産振興課 水 振
水産局漁港漁村課 漁 港
水産局漁業管理課 漁 管
林務局全国植樹祭推進室 北 全 植
林務局林業木材課 林業木材
林務局森林計画課 森 林
林務局森林整備課 森 整
林務局治山課 治 山
森林環境局森林活用課 森 活
森林環境局道有林課 道 有 林

建設部 総務課 建 総
建設管理局建設政策課 建 政
建設管理局建設情報課 建 情
建設管理局技術管理課 建 技
土木局道路課 道 路
土木局河川課 河 川
土木局砂防災害課 砂 防
まちづくり局都市計画課 都 計

まちづくり局都市環境課 都 環
住宅局建築指導課 建 指
住宅局住宅課 住 宅
建築局計画管理課 建 計
建築局建築整備課 建 築
収用委員会事務局 北 収

出納局 総務課 局 総
指導審査課 局 指 審
経理課 局 経
入札管理室 局 入

労働委員会
事務局

総務審査課 北労委総
調整課 北労委調

別表第１（第３条、第４条関係）
保 安 管 理 組 織

知 事 凡 例
―― 組織上の命令系統

総務部長の調整系統
保 安 責 任 者

副 知 事
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附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会 訓令
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道教育委員会訓令第１号

北 海 道 企 業 局

庁 中 一 般
部 局

北海道苫小牧東部開発本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博

北海道苫小牧東部開発本部規程の一部を改正する訓令
北海道苫小牧東部開発本部規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海道企業局訓令
第２号）の一部を次のように改正する。
第７条中「経済部産業立地課」を「経済部産業立地推進局産業立地課」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

総 務 部 長 企 画 振 興 部 長 建 設 部 長 担 当 部 長 札幌医科大学長

科学 振興局長 土 木 局 長

総 務 課 長 情 報 政 策 課 長 道 路 課 長 河 川 課 長 担 当 課 長 事 務 局 長

担当出先機関の長 管 財 課 長

電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者・
ダム水路主任技術者 電気主任技術者

本 庁 庁 舎 無 線 中 継 所 道 路 附 属 物
及びダム管理所 出 先 機 関 庁 舎 ダム管理用発電所

札幌医科大学校舎
及び同大学附属病
院庁舎

庁用の電気の管理
に関する事務を担
任する職員

庁用情報通信基盤
の運用管理に関す
る事務を担任する
職員

所管施設用の電気
の管理に関する事
務を担任する職員

所管施設用の電気
の管理に関する事
務を担任する職員

庁用の電気の管理
に関する事務を担
任する職員

１ 自 用電気設備運転業務
２ 自 用電気設備保安管理業務



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）

北 海 道
北海道教育委員会 訓令
北 海 道 警 察 本 部

北 海 道

北海道教育委員会訓令第１号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

北海道経済・雇用対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史

北海道経済・雇用対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令
北海道経済・雇用対策推進本部設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道警
察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第７条中「知事政策部参事」を「経済部総務課」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道

北海道教育委員会訓令第２号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

消費生活安定会議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史

消費生活安定会議規程の一部を改正する訓令
消費生活安定会議規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本部訓令第２
号）の一部を次のように改正する。

第３条第４項中「の部長」の次に「（農政部にあっては、参事監）」を加える。
第６条第４項中「環境生活部生活文化・青少年室生活振興課参事」を「環境生活部生活局
くらし安全課参事」に改める。
第７条中「環境生活部生活文化・青少年室生活振興課」を「環境生活部生活局くらし安全
課」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道

北海道教育委員会訓令第３号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

北海道人権施策推進本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史

北海道人権施策推進本部設置規程の一部を改正する訓令
北海道人権施策推進本部設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本部
訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第７条中「環境生活部生活文化・青少年室生活振興課」を「環境生活部生活局くらし安全
課」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道

北海道教育委員会訓令第４号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

北海道青少年健全育成推進本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
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北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史
北海道青少年健全育成推進本部設置規程の一部を改正する訓令

北海道青少年健全育成推進本部設置規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会・北海道警
察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第８条中「環境生活部生活文化・青少年室」を「環境生活部生活局道民活動文化振興課」
に改める。

附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道

北海道教育委員会訓令第５号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

北海道男女平等参画推進本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史

北海道男女平等参画推進本部設置規程の一部を改正する訓令
北海道男女平等参画推進本部設置規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海道警察
本部訓令第３号）の一部を次のように改正する。
第７条中「環境生活部男女平等参画推進室」を「環境生活部生活局参事」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道

北海道教育委員会訓令第６号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

北海道交通安全総合対策本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興

北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史
北海道交通安全総合対策本部設置規程の一部を改正する訓令

北海道交通安全総合対策本部設置規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会・北海道警察
本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第７条中「環境生活部交通安全対策室」を「環境生活部生活局くらし安全課」に改める。
第８条第３項中「第７条」を「前条」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会

訓令
北 海 道 警 察 本 部
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道教育委員会
訓令第１号

北海道警察本部

北 海 道 企 業 局

庁 中 一 般
部 局

新しい総合計画検討委員会設置規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史
北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博

新しい総合計画検討委員会設置規程
（設置）
第１条 新しい北海道の総合計画（以下「新しい総合計画」という。）の作成を総合的かつ
有機的に推進するため、道に新しい総合計画検討委員会（以下「委員会」という。）を置
く。
（所掌事項）
第２条 委員会は、新しい総合計画について協議し、知事に報告する。
（組織）
第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
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２ 委員長は、知事の指名する副知事をもって充てる。
３ 委員は、知事の事務部局の部長、参事監及び支庁長、教育庁企画総務部長、警察本部警
務部長並びに企業局長をもって充てる。
（委員長の職務及びその代理）
第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
２ 委員長に事故があるときは、企画振興部長がその職務を代理する。
（会議の招集）
第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。
（幹事）
第６条 委員会に幹事を置く。
２ 幹事は、企画振興部地域振興・計画局計画室長、知事の事務部局の関係課長（課長相当
職を含む。）のうちから委員長の指名する者及び支庁の地域振興部長、教育庁企画総務部
総務政策局教育政策課長、警察本部警務部警務課長並びに企業局総務課長をもって充てる。
３ 幹事は、幹事会を構成し、委員会の所掌事項に関し業務の推進に当たる。
４ 幹事会の会議は、企画振興部地域振興・計画局計画室長が招集し、及び主宰する。
（委員会の庶務）
第７条 委員会の庶務は、企画振興部地域振興・計画局計画室において処理する。
（委員長への委任）
第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 北海道総務部法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


